
　１　委　託　件　名

　２　履　行　場　所

　３　履　行　期　間(期限) から　令和６年３月31日

　４　契　約　区　分 　□ 確定契約　　　　　　　　　　　☑ 概算契約

　５　か　し　担　保 　設計関係図書又は仕様書記載のとおり　・　不要

　６　その他特約事項

　７　現　場　説　明 　要　　（　　　　月　　　日　　　時　　　分　　場所　　　　　　　）

　不要

　８　委　託　概　要

Ｐ　　　１　　　

区福祉保健センターにおける乳幼児健診医師の突発欠員枠補充のため
の紹介派遣業務委託

別紙仕様書のとおり

横浜市こども青少年局

受付番号 連絡先

令和5年12月11日

仕様書のとおり

令和５年度　一般会計歳出　第６款３項３目　親子保健費　12節(1) 電算処理その他業務委託料
乳幼児健康診査事業

委託担当

設　計　書

こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課
担当者名　齋藤
Tel 671-2455



　９　 前　　払

　　　　　□　　する

　　　　　☑　　しない

　10　部　分　払

　　　　　☑　　する（毎月）

　　　　　□　　しない

部分払の基準

履行予定月 数量
（概算数量） 単位 単　価

令和５年12月11
日～令和６年３月

(160) 回

＊単価及び金額は消費税相当額を含まない金額

＊概算数量の場合は，数量及び金額を（　　　　　）で囲む。

 委 託 代 金 額
（概 算 金 額） ￥ ．―

内訳　業務価格 ￥ ．―
消費税等相当額 ￥ ．―

Ｐ　　　２　　　

業　務　内　容

医師の紹介派遣等

金　　　額
（概算金額）



　　　  　　　委 託 内 訳 書
名　　称 品質・形状・寸法 数量 単位 単　価 金　　額 摘　　要

横浜市こども青少年局 Ｐ　　　３　　

　　　委託代金

　　　消費税相当額（10%）

　　　計

１　医師の紹介等 (160) 回

mailto:%E5%A7%94%E8%A8%97@%E4%BB%A3%E9%87%91


区福祉保健センターにおける乳幼児健診医師の 

突発欠員枠補充のための紹介派遣業務委託仕様書 

 

１ 契約の担当課 

  〒231-0005 横浜市中区本町６-50-10 

横浜市こども青少年局地域子育て支援課 電話 045-671-2455 

 

２ 履行期間 

  令和５年 12月 11日から令和６年３月 31日まで 

 

３ 履行場所 

（１）委託先 

（２）区福祉保健センターが定める場所（別紙１） 

 

４ 業務の概要 

  区福祉保健センターにおける乳幼児健康診査（以下、「乳幼児健診」という。）に従事する医師

について、以下に定める医師を担当課に紹介する業務を行う。 

 

５ 乳幼児健診概要 

乳幼児健診は、横浜市内 18区の区福祉保健センターで開催されており、４か月児健康診査・

１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査の３種類の乳幼児健診を各区１か月あたり平日（月～

金、日・祝を除く）に２～４回程度ずつ実施している。それぞれの健診において、医師の従事

枠は区の規模に応じて２～５枠（診察ブース数）設けている。乳幼児健診は、集団指導（保健

指導）・問診・計測・診察・歯科診察・個別相談で構成され、医師は診察の部分を担う。乳幼児

健診に従事する医師は、「横浜市福祉保健センター嘱託医師及び歯科医師委嘱要綱」に基づき

委嘱を受け、地方公務員法第３条第３項第３号に定める非常勤特別職職員として職務に従事す

る。医師は、１回の従事につき 21,000円（交通費込み）が支払われる。１回の健診はおおよそ

２時間程度であり、従事時間の延長に伴う追加報酬は支払われない。 

 

６ 業務内容 

（１）乳幼児健診に従事する医師の募集 

契約担当課が指示する乳幼児健診従事医師乳幼児健診日程（月 10～20 枠程度）について、

Web サイト・電話・メール等による募集を行う。Webサイトに掲載する際には、事前に契約担当

課に記載内容を確認すること。原則として、乳幼児健診日程は乳幼児健診開催前々月には契約

担当課から指示をするが、前月から乳幼児健診前日までの乳幼児健診日程についても、可能な

限り募集に努めること。 



なお、募集にかかる通信料及び送料は受託者の負担として本契約に含めることとする。 

（２）応募医師の要件の確認 

医師から応募を受けた際には、契約担当課の乳幼児健診に従事する以下の要件をすべて満た

しているか、確認を行うこと。契約担当課の乳幼児健診に従事する要件は以下の通りである。 

ア 医師免許証を有している。 

イ 乳幼児健診で診察を行った経験がある。もしくは、診察を行うための知識を有している。 

ウ 事前に契約担当課が提供する「横浜市乳幼児健康診査マニュアル」を読み、それに沿って診

察を行うことが可能である。 

 エ その他、「横浜市福祉保健センター嘱託医師及び歯科医師委嘱要綱」に定める事項に反しな

い。 

 オ 医師賠償責任保険に医師が加入している。 

 カ 医業停止処分中ではない。 

 キ ２時間程度の乳幼児健診において、おおよそ 20 人程度を丁寧に親子に寄り添いながら診察

することが可能である。 

 ク 医師の胸部Ｘ線検査の実施状況を確認し、検査結果を契約担当課に連絡をすること。 

  当検査を実施していない場合は、受診勧奨を行い、実施後、検査結果を報告すること。 

（３）応募医師の紹介 

要件を満たす医師からの応募があった際には、乳幼児健診実施月の前月の 20 日までに契約

担当課に紹介連絡書（別紙２）を送付し、従事の採否について契約担当課の指示を受けること。

なお、別紙２によらず同様の報告が可能な場合はこれに代えることができるものとする。紹介

連絡書を送付の際には、契約担当課に電話連絡も行い、わかる範囲で医師の詳細情報も伝える

こと（例：これまでの紹介実績、紹介先からの評判、医師の性格特徴等）。紹介連絡書には、従

事可能日程・医師名を明記すること。紹介した医師について、従事可能日程での従事の採否に

ついては、契約担当課が決定する。（なお、乳幼児健診日程については、契約担当課も並行して

充足に努めていることから日々変動するため、既に充足している場合がある。） 

（４）採用決定医師への連絡 

契約担当課は、紹介連絡書に従事の可否を記載し、受託者に返送する。 

契約担当課が従事可能日程での従事についての採用を決定した際に、医師にその旨を連絡す

るとともに、「横浜市乳幼児健康診査マニュアル」を送付する。従事する医師には、従事する区

の乳幼児健診担当者が依頼文を送付するため、確認するように指示をすること。当日は、印鑑、

写真付きの本人確認書類、医師免許証の写し(初回従事時は原本)及び報酬を振り込む口座がわ

かるものを持参するように指示すること。 

契約担当課には、医師の医師免許証の写しおよび履歴書を送付する。なお、同様の対応がで

きる場合はこれに代えることができるものとする。医師免許証および履歴書については、契約

担当課及び区福祉保健センター乳幼児健診担当者が「横浜市福祉保健センター嘱託医師及び歯

科医師委嘱要綱」に基づき委嘱を行う際に使用する。履歴書には、連絡先（メールアドレス・



住所・緊急連絡先の電話番号）を必ず明記する。なお、連絡先については、契約担当課及び区

の乳幼児健診担当者が、従事する乳幼児健診に関して必要な連絡を行う際にのみ使用する。 

従事する乳幼児健診の１週間前に、再度従事医師に連絡をとり、従事の確認を行うこと。な

お、同様の対応ができる場合はこれに代えることができるものとする。 

（５）その他 

ア 緊急時の対応 

契約担当課による従事決定後に、従事予定の医師がやむを得ない理由で従事を辞退した際に

は、早急に契約担当課に連絡をとり、代わりの医師の募集および契約担当課へ紹介する。真にや

むを得ない事情により従事予定の医師が従事を辞退した際には、顛末書で報告のうえ、再発防

止策を講じること。なお、紹介料は実際に職務に従事した際のみに支払われる。従事前に医師が

従事を辞退した紹介案件に対しては、支払いの対象にはならない。 

イ 紹介した医師への従事後の連絡について 

受託者が紹介した医師については、乳幼児健診終了後に区福祉保健センターからの従事した

際の報酬の支払い時を除き、契約担当課からは一切連絡をとらない。 

ウ 診察時の医師の体調確認について 

乳幼児健診従事日に健診会場で検温や体調確認を行う場合がある。その際に体調不良を認め

る場合には、従事をお控えいただくことになり、その場合は医師への報酬及び委託料は支払わ

れない。 

 

７ 委託料の請求及び支払い 

（１）請求 

受託者は、当月に契約担当課に紹介し従事決定に至った件数についての委託料について、翌

月 10 日までに医師紹介派遣委託料請求書（別紙３）及び従事可否について入力済みの紹介連

絡書の写しをもってこども青少年局地域子育て支援課に請求するものとする。 

（２）支払 

契約担当課は、受託者からの請求に基づき、履行の確認を行い、請求があった日から起算し

て 30日以内に委託料を支払うものとする。 

（３）委託料の返還 

受託者が紹介した医師が乳幼児健診当日に従事に至らなかった場合は、その件数に応じた委

託料全額を契約担当課に返還するものとする。受託者が紹介した医師が乳幼児健診に従事した

ことの確認は、当日医師が従事証明書（別紙４）を記載し、区の担当者を介して契約担当課に

提出することにより行う。受託者は、当月に開催された乳幼児健診のなかで受託者が紹介した

医師が従事に至らなかった件数を契約担当課に確認し、翌月の医師紹介派遣委託料請求書の件

数からその件数を差し引いて請求を行うこととする。 

 

 



８ 遵守事項 

（１）応募医師等の個人情報の保護、本件に関わる情報セキュリティの確保を徹底すること。 

（２）受託者は、常に委託者と密接な連携を図り、委託者の意図について熟知のうえ作業に着手し、

効率的進行に努めなければならない。 

（３）詳細事項及び内容に疑義を生じた場合、並びに、業務上重要な事項については、委託者と打

合せを行い、その指示又は承認を受けなければならない。 

（４）当委託業務における経緯、資料などはすべて明確にしておかなくてはならない。 

（５）委託業務期間中において、仕様書に記載はないが変更の必要が生じた場合は、軽易なものは

協議のうえ反映する。 

（６）契約及び本仕様書に定める事項について疑義が生じた際及びやむ得ない事情により仕様書に

定められた内容を変更する場合は双方が協議して定めるものとする。 

（７）この仕様書に定めない事項については、横浜市契約規則(昭和 39 年 3 月 31 日規則第 59 

号) に定めるところによるほか、必要に応じて委託者と受託者が協議して決める。 

（８）受託者は、この契約による事務を処理するため「委託契約約款」を遵守しなければならない。 

（９）業務の遂行にあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報取扱に関する

研修を定期的に実施しなければならない。 

 

９ 資料 

（１）乳幼児健診開催場所（別紙１） 

（２）紹介連絡書（別紙２） 

（３）医師紹介派遣委託料請求書（別紙３） 

（４）従事証明書（別紙４） 

（５）参考資料１：医師紹介派遣業務フロー図 

（６）参考資料２：横浜市福祉保健センター嘱託医師及び歯科医師委嘱要綱 

 

 



年 月 日 

紹介連絡票 

 

さきに依頼のありました求人について次の方をご紹介いたします。 

 

紹介者情報 

氏名 

ふりがな 

 

 

従事可能健診日（複数の場合は複数記載のこと） 

区名 健診日 健診名（〇で選択） 健診時間 従事可否 

     年   月    日 ４か月・１歳６か月・３歳   

 年   月    日 ４か月・１歳６か月・３歳   

 年   月    日 ４か月・１歳６か月・３歳   

 年   月    日 ４か月・１歳６か月・３歳   

※太枠内は、横浜市が記載します。 

 

<<受託者情報>> 

住所 

電話番号 

メールアドレス 

社名 

担当者名 

別紙２ 



                

 

医 師 紹 介 派 遣 委 託 料 請 求 書   
    （請  求  先）  
  横  浜  市  長  

 令和 年  月  日  
 

                              請  求  者                             
  住所  

  
 受託者名 
 

 代表者名             印  
   （必ず契約書に使用したもので押印願います ) 

 
                                                               
  
  

 
         銀行       支店  
 
            普通・当座  №           
 
              （  フ  リ  ガ  ナ  ）  
 
  口座名義人                       
        （通帳名義と相違する場合は、振り込まれません。）  
 
   （口座名義人が上記請求者と異なる場合は必ず下欄に請求者による記名押印  
   をして下さい。記名押印のない場合は、振り込まれません。）  
 
   上記の口座に振込願います。  代表者名                  印  
                       （必ず契約書に使用したもので押印願います）  

 
 
次のとおり医師紹介派遣委託料を請求します。                
                               
（内訳）     

 項   目  件  数  

令和  年  月中に紹介し従事決定に至った件数  
 

   件（Ａ） 

紹介し従事決定に至っていた医師が、  

令和  年  月乳幼児健診に従事しなかった件数  

  

      件（Ｂ） 

（Ａ） -（Ｂ）        件 

 
  請  求  額        円×      件＝        円  
 
                                   
  

裏面あり 

別紙３ 



                

（令和  年  月中に紹介し従事決定に至った紹介案件）  

※従事可否について入力済みの紹介連絡書の写しを添付してください。  

 

区名 健診日 健診名（〇で選択） 健診時間 医師名 

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

 
（紹介し従事決定に至っていた医師が、令和 年 月乳幼児健診に従事しなかった案件） 
   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

   年  月  日 ４か月・１歳６か月・３歳   

 



 

紹介派遣医師 従事証明書 

 

本用紙を記入後、必ず、区こども家庭支援課乳幼児健診担当に 

手渡してください。 

 

 

本日、下記の乳幼児健診に従事しましたので、報告します。 

 

従事者（医師）情報 

氏名 

ふりがな 

 

 

従事健診日 

区名 健診日 健診名（〇で選択） 健診時間 

 
    年   月    日 ４か月・１歳６か月・３歳 

 

 

別紙４ 



医師紹介派遣業務フロー図

受託者 契約担当課

健診従事医師 区担当者

⑨ 委嘱手続き

② 応募 ③ 要件の確認

④ 紹介連絡書の送付（前月まで）

⑤ 従事決定・紹介連絡書の返送

⑥ 採用の連絡・必要事項の伝達

⑦ 医師免許証・履歴書

① 健診日程（前々月）

⑪ 従事証明書提出（当日）

⑧ 従事医師情報伝達

⑩ 依頼文送付
⑫ 従事報酬の支払い

⑬ 委託料請求書

⑭ 委託料支払い



 

横浜市福祉保健センター嘱託医師及び歯科医師委嘱要綱 

 

制  定 平成12年4月1日 衛健第695号（局長決裁） 

最近改正 令和２年６月25日 ここ第2162号（局長決裁） 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市が次に定める福祉保健センターでの事業を実施するために委嘱する嘱託

医師及び歯科医師の身分、服務、報酬、その他委嘱に関し必要な事項について定める。 

 (1) 予防接種法（昭和２３年６月法律第６８号）に基づく集団予防接種事業 

 (2) 母子保健法（昭和４０年８月法律第１４１号）に基づく乳幼児健康診査事業 

 (3) がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（平成１０年３月厚生省通知老健第 

  ６４号）及び横浜市肺がん検診実施要綱（昭和６２年８月横浜市要綱）に基づく肺がん検診事業 

 (4) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律（昭和２５年５月法律第１２３号）に基づく精神

保健福祉対策事業及び高齢者精神保健福祉対策事業 

 (5) 地域保健法（昭和２２年９月法律第１０１号）に基づく健康診断事業 

２ この要綱に定めるもののほか、嘱託医師及び歯科医師の就業に関する事項は、地方公務員法（昭

和２５年１２月法律第２６１号）その他関係法令の定めるところによる。 

 

 （身分） 

第２条 福祉保健センター嘱託医師及び歯科医師（以下、「福祉保健センター嘱託医師等という。」）

は、地方公務員法第３条第３項第３号に定める非常勤特別職職員とする。 

 

 （委嘱） 

第３条  福祉保健センター嘱託医師等の委嘱は、医師及び歯科医師の免許を有するもののうちから

市長が行う。 

 

 （委嘱期間） 

第４条  福祉保健センター嘱託医師等の委嘱期間は、委嘱開始の日から翌々会計年度（会計年度と

は、４月１日に始まり、翌年の３月３１日までをいう。以下同じ。）の末日までとし、３年ごと

に一斉に更新する。 

２ 前項の委嘱期間中に追加で委嘱する場合には、次の一斉更新までの期間を委嘱期間とする。 

 

 （職務内容） 

第５条 福祉保健センター嘱託医師等は、次のいずれかの職務に従事する。 

 (1)  予防接種法に基づく集団予防接種事業における、予診、接種、緊急時の措置、その他医学的

判断を必要とする事項についての相談及び指導 

 (2) 母子保健法に基づく乳幼児健康診査事業における問診、発育の評価、診察、口腔内診査、そ

の他医学的判断を必要とする事項についての相談及び指導 

 (3)  がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針及び横浜市肺がん検診実施要綱に基づ

く肺がん検診事業における胸部Ｘ線撮影写真の読影 

 (4) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律に基づく精神保健福祉対策事業及び高齢者精神

保健福祉対策事業における面接及び相談並びに訪問 

 (5)  地域保健法に基づく健康診断事業における問診、診察、診断書の作成、医学的判断を必要と



 

する事項についての相談及び指導 

 

 （服務の根本基準） 

第６条 福祉保健センター嘱託医師等は、全体の奉仕者として公共の利益のために従事し、かつ、職

務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念し、その職責を果たさなければならない。 

 

 （職務に専念する義務） 

第７条 福祉保健センター嘱託医師等は、法令又はこの要綱に定めがある場合を除くほか、職務上の

注意力のすべてをその職責遂行のために用い、定められた職務にのみ従事しなければならない。 

 

 （信用失墜行為の禁止） 

第８条  福祉保健センター嘱託医師等は、その職又は福祉保健センターの信用を傷つけ、又は不名

誉となるような行為をしてはならない。   

 

 （秘密を守る義務） 

第９条  福祉保健センター嘱託医師等は、法令等に特別の定めがある場合又は横浜市の許可があっ

た場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。解職後もまた同様とする。 

 

 （解職） 

第１０条  福祉保健センター嘱託医師等が次のいずれかに該当する場合には、その日をもって福祉保

健センター嘱託医師等としての身分を失う。 

 (1) 委嘱期間が満了した場合           満了した日 

 (2)  解職を願い出て、承認があった場合            承認があった日 

  (3)  死亡した場合                                死亡した日 

  (4)  医師又は歯科医師の免許を取り消された場合  取り消された日 

２ 前項２号の規定により解職する場合には、福祉保健センター嘱託医師等は解職を希望する日の１

箇月前までに、横浜市長に願い出なければならない。 

３ 横浜市は、福祉保健センター嘱託医師等が次のいずれかに該当する場合には、その意に反して解

職することができる。 

 (1)  著しく従事成績がよくない場合  

  (2) 心身の故障により６箇月を超える休養を必要とする場合 

  (3)  刑事事件に関し処罰された場合 

 (4) その他福祉保健センター嘱託医師等としてふさわしくない行為があった場合 

 

 （報酬） 

第１１条 第１条第１項の各号に規定する事業について、福祉保健センター嘱託医師等の報酬は、１

回21,000円とし、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年８月横浜

市条例３１号）に基づき、予算の範囲内で支給する。 

２ １日２回以上実施する場合は、それぞれに前項に定める報酬を支給することができる。なお、同

一事業の実施についても同様とする。 

 

 （報酬からの控除） 

第１２条 横浜市は、福祉保健センター嘱託医師等に報酬を支給する際、その報酬額から所得税源泉

徴収額を控除することができる。 

 



 

 （公務災害補償） 

第１３条 この要綱により委嘱された福祉保健センター嘱託医師等の公務上の災害又は通勤による

災害については、横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２

年１２月横浜市条例４６号）の定めるところにより補償する。 

 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、健康福祉局長及び

こども青少年局長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年１月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 
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